
⚫ カスハラ防止条例の解説

⚫ カスハラ防止対策で事業者が準備すべきこと

⚫ カスハラ防止対策実務対応と好事例の紹介

⚫ 基本方針・対応マニュアル作成のための手引きの解説
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講 師

埼玉県マスコット
コバトン＆さいたまっち

埼玉県はカスタマーハラスメントを防止し、顧客と働く人が相互に尊重し合える社

会の実現を目指して、「カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました。

県条例と同時期の施行となる、国の改正労働施策総合推進法でも、事業者には

就業者からの相談体制の整備をはじめとした対応が求められます。

本セミナーでは、社会保険労務士が県条例について、改正法との違いに触れながら

解説するとともに、具体的な対応事例を紹介します。

事業者が知っておくべき
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例

埼玉県公式
YouTubeチャンネルで
一般公開（無料）

講
義
内
容

特定社会保険労務士
行政書士 佐野 勉  氏

＜プロフィール＞
埼玉県社会保険労務士会 浦和支部所属

早稲田大学卒業後、信託銀行にて受託者責任のもと金融業務に従事。

その後、社会保険労務士・行政書士として独立。

現在は、就業規則・人事評価制度・労務ガバナンスの設計を通じて、「人に依存しな

い組織づくり」を支援。中小企業・医療機関を中心に、労務トラブルの予防から制度

設計、助成金活用、許認可対応まで一貫した支援を行っている。

7月1日施行
カスハラ防止
条例の詳細は

こちら→



埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課

TEL 048-830-4518 FAX 048-830-4821

Mail a3960-09@pref.saitama.lg.jp

• 通信環境の契約内容によっては、別途通信料が自己負担として発生します。

• 視聴後の質問等は受け付けておりません。

• テキストや条例の指針、手引きなどは県HPをご確認ください。

• 当セミナーは受講証明書を発行いたしません。

事業者が知っておくべき
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例

https://youtu.be/za9RQu5UXYA

注意事項

ご視聴は【二次元コード】 または「埼玉県 労働セミナー」で検索！

お問合せ先

埼玉県 労働セミナー 検 索

ど な た で も ご 視 聴 い た だ け ま す

https://youtu.be/XH9XxZINDXM

①カスハラ防止条例の概要と
国法との違い
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②カスハラの具体例と取組事例

⚫ カスハラ防止条例の解説

⚫ カスハラ防止対策で事業者が準備すべきこと

⚫ カスハラ防止対策実務対応と好事例の紹介

⚫ 基本方針・対応マニュアル作成のための手引きの解説

https://youtu.be/cgRocXme1Xo

➂基本方針・対応マニュアル作成
のための手引きの解説とまとめ
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